
  
 

一

 
 

 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

 

一 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
の
追
加 

 
 

 

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
現
行
の
対
象
試
合
の
ほ
か
、

サ
ッ
カ
ー
の
試
合
を
通
じ
て
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
組
織
で
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
す
る
も
の

（
以
下
「
指
定
組
織
」
と
い
う
。
）
が
開
催
す
る
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

（
以
下
「
特
定
対
象
試
合
」
と
い
う
。
）
を
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
の
二
関
係
） 

 

二 

試
合
の
指
定 

 
 

 

セ
ン
タ
ー
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
施
す
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
ご
と
に
、
あ
ら
か
じ
め
、

そ
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
対
象
と
な
る
試
合
の
数
が
三
を
下
回
ら
な
い
数
と
な
る
よ
う
、
特
定
対
象
試
合
の
う
ち
か
ら

そ
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
対
象
と
な
る
試
合
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

（
第
七
条
第
三
項
関
係
） 



 

  
 

二

 
三 

特
定
指
定
試
合
に
係
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
券
の
購
入
等
の
禁
止 

 
 

 
指
定
組
織
の
役
職
員
等
が
特
定
指
定
試
合
（
二
に
よ
り
特
定
対
象
試
合
の
う
ち
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
対
象
と
な

る
試
合
と
し
て
セ
ン
タ
ー
が
指
定
す
る
試
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
券
を
購
入
す
る
こ
と

等
を
禁
止
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
条
第
三
項
関
係
） 

 

四 

特
定
指
定
試
合
の
結
果
の
確
認
等 

 
 

１ 

セ
ン
タ
ー
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
指
定
試
合
の
結
果
に
つ
い
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
十
二
条
の
二
第
一
項
関
係
） 

 
 

２ 

払
戻
金
の
交
付
を
開
始
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
特
定
指
定
試
合
に
そ
の
公
正
さ
を
害
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
明

ら
か
に
認
め
ら
れ
る
と
き
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
特
定
指

定
試
合
は
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

（
第
十
二
条
の
二
第
二
項
関
係
） 

 

五 

罰
則
の
整
備 

 
 

１ 

セ
ン
タ
ー
が
行
う
場
合
を
除
き
、
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
財
産
上
の
利
益
を
提
供
さ
せ
、
又
は
提
供
す
る
こ
と
を

約
さ
せ
て
特
定
指
定
試
合
の
結
果
の
予
想
を
さ
せ
、
当
該
予
想
と
当
該
特
定
指
定
試
合
の
結
果
と
の
合
致
に
応
じ
て
財



  
 

三

産
上
の
利
益
を
提
供
す
る
こ
と
を
約
し
て
利
益
を
図
っ
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
十
二
条
関
係
） 

 
 

２ 
三
の
禁
止
に
違
反
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

（
第
三
十
四
条
第
一
号
関
係
） 

 
 

３ 

不
正
の
利
益
を
得
る
た
め
に
指
定
組
織
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
特
定
対
象
試
合
の
関
係
者
に
対
し
て
そ
の
担
当

す
る
特
定
対
象
試
合
の
開
催
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
業
務
に
係
る
職
務
又
は
そ
の
関
与
す
る
特
定
指
定
試
合
に
関

し
て
金
銭
そ
の
他
の
利
益
を
供
与
し
、
又
は
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
約
束
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
百

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
関
係
） 

 
 

４ 

偽
計
又
は
威
力
を
用
い
て
特
定
指
定
試
合
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
百
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
四
十
一
条
関
係
） 

第
二 

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
改
正 

 

一 

セ
ン
タ
ー
の
業
務
に
係
る
改
正 

 
 

１ 

セ
ン
タ
ー
の
業
務
に
、
ス
ポ
ー
ツ
を
行
う
者
の
権
利
利
益
の
保
護
、
心
身
の
健
康
の
保
持
増
進
及
び
安
全
の
確
保
に

関
す
る
業
務
、
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
ド
ー
ピ
ン
グ
の
防
止
活
動
の
推
進
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る



 

  
 

四

活
動
が
公
正
か
つ
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

（
第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
関
係
） 

 
 

２ 
セ
ン
タ
ー
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
ス
ポ
ー
ツ
等
に
関
す
る
調
査
研
究
並
び
に
資
料
の
収
集
及
び
提
供
に
つ
い
て
、

そ
の
範
囲
が
国
内
外
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

 
 

（
第
十
五
条
第
一
項
第
八
号
関
係
） 

 

二 

収
益
の
算
定
方
法
の
特
例 

 
 

 

当
分
の
間
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
に
係
る
毎
事
業
年
度
の
収
益
を
算
定
す
る
際
に
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
等
業
務
に
係

る
運
営
費
の
金
額
と
と
も
に
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
券
の
売
上
金
額
の
百
分
の
五
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
文
部
科
学

大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
金
額
（
以
下
「
特
定
金
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

（
附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
関
係
） 

 

三 

特
定
業
務
に
必
要
な
費
用
へ
の
充
当
等 

 
 

１ 

セ
ン
タ
ー
は
、
特
定
金
額
を
、
国
際
的
な
規
模
の
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
会
の
我
が
国
へ
の
招
致
又
は
そ
の
開
催
が
円
滑

に
な
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
行
う
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
整
備
等
で
あ
っ
て
緊
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て

文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
業
務
（
以
下
「
特
定
業
務
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る



  
 

五

も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

（
附
則
第
八
条
の
三
第
一
項
関
係
） 

 
 

２ 

セ
ン
タ
ー
は
、
特
定
金
額
を
、
翌
事
業
年
度
以
後
の
事
業
年
度
に
お
け
る
特
定
業
務
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
特
定

業
務
特
別
準
備
金
と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

（
附
則
第
八
条
の
三
第
二
項
関
係
） 

 

四 

区
分
経
理 

 
 

 

特
定
業
務
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
経
理
と
区
分
し
、
特
別
の
勘
定
（
以
下
「
特
定
業
務
勘
定
」
と
い
う
。
）

を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
附
則
第
八
条
の
四
第
一
項
関
係
） 

 

五 

利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例 

 
 

 

セ
ン
タ
ー
は
、
特
定
業
務
勘
定
に
お
い
て
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
本
文
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
翌

事
業
年
度
以
降
の
特
定
業
務
の
財
源
に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
八
条
の
五
関
係
） 

 

六 

長
期
借
入
金
及
び
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
債
券 

 
 

 

セ
ン
タ
ー
は
、
特
定
業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借
入
金
を
し
、

又
は
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
債
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 

（
附
則
第
八
条
の
六
第
一
項
関
係
） 



 

  
 

六

 
七 

償
還
計
画 

 
 

 
セ
ン
タ
ー
は
、
毎
事
業
年
度
、
長
期
借
入
金
及
び
債
券
の
償
還
計
画
を
立
て
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

（
附
則
第
八
条
の
七
第
一
項
関
係
） 

 

八 

資
本
金
の
特
例 

 
 

 

特
定
業
務
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
が
セ
ン
タ
ー
に
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
八
条
の
八
関
係
） 

第
三 

施
行
期
日
等 

 

一 

こ
の
法
律
は
、公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
第
二
の
一
か
ら
五
ま
で
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
条
第
一
項
関
係
） 

 

二 

第
二
の
二
及
び
三
は
、
平
成
二
十
五
年
度
以
後
の
事
業
年
度
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
券
の
売
上
金
額
に
つ
い
て

適
用
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
条
第
二
項
関
係
） 

 

三 

特
定
業
務
に
係
る
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
七
年



  
 

七

以
内
に
、
国
際
的
な
規
模
の
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
会
の
我
が
国
へ
の
招
致
又
は
そ
の
開
催
の
状
況
を
踏
ま
え
た
当
該
規
定
の

抜
本
的
な
見
直
し
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
四
条
関
係
） 

 

四 

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 


